
岡山海区漁業調整委員会指示令和４年度第９号

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、備前市日生

町地先海面の水産動植物の繁殖保護を図るため、水産動植物の採捕について、次のと

おり指示する。

令和５年３月１４日

岡山海区漁業調整委員会

会 長 井 本 瀧 雄

１ 保護区域

次に掲げる点ア及び点イを結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域内においては、水産動植物を採捕してはならない。

点ア 備前市日生町鹿久居島堤東端に設置した標識

点イ 備前市日生町鹿久居島だん亀南西端

２ 小型機船底びき網漁業の禁止区域

（１）次に掲げる区域内においては、小型機船底びき網漁業を操業してはならない。

ア 次に掲げる点イ及び点ウを結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域

点イ 備前市日生町鹿久居島だん亀南西端

点ウ 備前市日生町鹿久居島水の浦西側突端

イ 次に掲げる点ウ及び点エを結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域

点ウ 備前市日生町鹿久居島水の浦西側突端

点エ 備前市日生町鹿久居島水の浦東側突端

ウ 次に掲げる点オ、点キ及び点クの各点を順次結んだ２直線と最大高潮時海岸

線とによって囲まれた区域（岡山県海面漁業調整規則（昭和４０年岡山県規則

第４５号）第３９条に規定する区域を除く。）

点オ 備前市日生町鹿久居島夜千浜東側突端に設置した標識

点カ 備前市日生町鴻島東裸岩に設置した標識

点キ 点オから真方位１５６度見通し線と点カから真方位７８度３０分見通し線

との交差点

点ク 点カから真方位７８度３０分見通し線と備前市日生町鹿久居島の最大

高潮時海岸線との交差点

（２）次に掲げる区域内においては、小型機船底びき網漁業のうち、あみこぎ網漁業、

いかこぎ網漁業、べいかこぎ網漁業、なまここぎ網漁業、自家用餌料びき網漁業、

貝けた網漁業及びなまこけた網漁業を操業してはならない。

ア 次に掲げる点オ、点キ及び点クの各点を順次結んだ２直線、備前市日生町鹿

久居島の最大高潮時海岸線及び備前市日生町頭島周辺の最大高潮時海岸線から

五百メートルの距離の線とによって囲まれた区域

点オ 備前市日生町鹿久居島夜千浜東側突端に設置した標識

点カ 備前市日生町鴻島東裸岩に設置した標識



点キ 点オから真方位１５６度見通し線と点カから真方位７８度３０分見通し線

との交差点

点ク 点カから真方位７８度３０分見通し線と備前市日生町鹿久居島の最大

高潮時海岸線との交差点

イ 次に掲げる点ケ及び点コを結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ

た区域

点ケ 備前市日生町大多府島北西イノコ鼻北端に設置した標識

点コ 備前市日生町大多府島北東端に設置した標識

３ 適用除外

この指示は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗（種卵を含む。）の供給（自

給を含む。）（以下「試験研究等」という。）のための水産動植物の採捕について当委

員会に届け出た者が行う試験研究等については、適用しない。

４ 指示の有効期間

令和５年４月１日から令和７年１２月３１日まで

岡山県漁業調整規則第39条による底びき

網漁業禁止区域（なまここぎ等を除く）


